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ブロック塀等撤去補助金制度のご案内
※必ず着工前に申請してください

飯能市では、地震によるブロック塀等の倒壊被害を防止するため、地震発生時に倒壊の

おそれのあるブロック塀の撤去に係る経費の一部を補助します。
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補助の対象となるブロック塀等
「コンクリートブロック」「れんが」「石材」その他のこれらに類する建築材料で

築造され、次のすべての要件を満たしているもの

・高さ1.2ｍ以上のもの

・チェックポイント（安全点検）により倒壊のおそれがあると判断

されるもの

・市内業者において撤去工事が実施されるもの

・建築基準法で規定する道路又は通学路等に面したもの

※建築物又は工作物の新築、増築又は改築に伴う場合は補助対象になりません。

例）

対象範囲 対象外 対象範囲 対象外

（門扉の為） （フェンスを除く高さが1.2ｍ未満のため）

補助対象者
・ブロック塀等を所有し、又は管理する個人の方

・市税の未納がない方

補助金の額
・対象となるブロック塀等の「補助対象経費の1/2」又は「対象ブロック塀等の長さ

１ｍ×1万円」のいずれか少ない額で「限度額は10万円」（1,000円未満は切捨）

申請書・添付書類
・申請書等については裏面を参照してください。

またHP等にてダウンロードできますので、ご活用ください。

お問い合わせ 飯能市建築課建築指導担当

☎ 042-973-2170（直通）

mail： kenchiku@city.hanno.lg.jp



補助金工事手続きの流れ

１．補助金の交付申請書の提出

書類（A)を、施工者等と工事契約する前に提出しま

す。

2．補助金の交付決定

交付申請書の審査の結果、適当と認められる場合は、

交付額を決定し「飯能市ブロック塀等撤去工事補助

金交付決定通知書」を通知します。

3．工事契約・工事着手

交付決定を受けた後に、施工者と工事契約を締結

し、工事に着手してください。

申請時の内容に変更が生じた場合又は工事を中止

しようとする場合は、変更等承認申請書（様式第

3号）を必ず提出してください。

変更により交付決定額が減額となることはありま

すが、増額にはなりません。

4．工事完了報告

工事完了後30日以内又は、3月2０日のいず

れか早い日までに書類（B）を提出します。

5．補助金交付額の確定通知

完了報告書の受理後、必要に応じて現場確認を行

い、審査の結果、適当と認められる場合は、補助

金の交付額を確定し「飯能市ブロック塀等撤去工

事補助金額確定通知書」（様式第６号）を通知し

ます。

6．補助金の受取

補助金額の確定通知後、請求書及び振込先の口座

情報を市に提出します。その後補助金を指定された

口座に振り込みます。

7．その他（除却工事後）

ブロック塀等の除却後に、新たに門塀等を設置す

る場合は、関係する法令に適合した安全なものを

設置してください。

必要となる書類

【A．交付申請時の提出書類】

申請書（様式第１号）

「飯能市ブロック塀等撤去工事補助金交付申請書」

添付書類

①付近見取図

②ブロック塀等の写真

③ブロック塀等の位置、長さ及び高さが記載され

た図面

④見積書の写しその他補助対象経費の内容が確認

できる書類

⑤ブロック塀等が存する土地の所有権及び管理権

が確認できる書類（土地の全部事項証明書等）

⑥ブロック塀等点検調査結果（※１）

⑦市税に未納がないことが確認できる書類

⑧その他市長が必要と認める書類

（※１）下図チェックポイントによる調査結果を添付

↑チェックポイントの図表は国土交通省HPから

ダウンロードできます。

https://www.mlit.go.jp/common/001251691.pdf

【B．工事完了報告時の提出書類】

申請書（様式第5号）

「飯能市ブロック塀等撤去工事補助金実績報告書」

添付書類

①完了の状況（ブロック塀等が除却された状況）が

確認できる写真

②契約書及び費用の内訳書の写し

③領収書の写し、又は支払が確認できる書類

④その他市長が必要と認める書類


